
相続・遺贈による名義変更（移転登録）手続き依頼書（普通自動車） 

※相続（法定相続・遺産分割）または遺贈（遺言による取得）により車の名義を変更する手続きです。 

※戸籍・遺産分割協議書／遺言書など、取得原因により必要書類が変わります。分かる範囲でご記入ください。 

1．ご依頼者（ご連絡先） 

お名前  会社名  

電話番号  メール  

ご住所  

□ 連絡希望：電話 □ メール □ LINE（任意）  □ 書類返送：郵送 □ メール □ 受取来所 

2．取得原因（該当するものにチェック） 

□ 相続（法定相続／遺産分割協議） □ 遺贈（遺言により取得） □ 特定遺贈 □ 包括遺贈 □ 不明（当事務所

で確認して進めたい） 

□ 遺産分割協議書あり □ 遺言書あり □ 家庭裁判所の検認済（必要時） □ これから作成する／手配する 

3．被相続人（亡くなられた方）情報 

氏名  死亡日 ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 

死亡時住所  

車検証上の住所

との相違 

□ なし □ あり（附票等が必要になる場合あり） 

4．車両情報（車検証より） 

登録番号 （例）山形〇〇 あ 1234 車台番号  

車名  型式  

車検有効期限  使用の本拠  

現在の保管場所  

5．新しい名義人（取得する方） 

氏名  続柄  

住所  

電話  メール  

使用者（必要

時） 

□ 名義人と同一 □ 別（別使用者：＿＿＿＿＿＿＿＿） 

6．ご依頼内容（チェック） 

□ 相続／遺贈による移転登録（名義変更） □ 住所・氏名変更（併せて必要） □ 車庫証明 □ 希望番号 □ 出

張封印（条件あり） □ その他 

（その他）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

6-1．管轄変更・ナンバー変更の有無 

□ 管轄は変わらない（ナンバー変更なし） □ 管轄が変わる（他県→山形等）→ ナンバー変更が必要 

ナンバー変更が必要な場合： □ ご自身で支局へ持込み □ 出張封印を希望（施封場所：＿＿＿＿＿＿＿＿ 立会

者：＿＿＿＿＿ 連絡先：＿＿＿＿＿） 

6-2．希望番号 

□ なし □ あり（□ 当事務所で取得代行 □ ご自身で取得） 第 1：＿＿＿＿＿ 第 2：＿＿＿＿＿ □ 図柄 □ 

字光 

7．必要書類チェックリスト（目安） 

■ 相続（遺産分割協議）で必要になりやすい書類 

書類名 ✓ 備考 

自動車検査証（車検証）原本 ※電子車検証は IC タグ付き原本 □  

相続人の印鑑証明書（取得する方：発行後 3 か月以内） □  

委任状（取得する方：実印押印） □  

被相続人の戸籍（出生～死亡）一式 □ 自治体により取得範囲が異

なります 

被相続人の住民票除票（または戸籍の附票） □  

遺産分割協議書（車両の表示を含む） □ 相続人全員の実印押印が必

要になる場合あり 

相続人全員の印鑑証明書（必要時） □ 協議書の形式により 

車庫証明（保管場所が変わる場合等） □  

 



■ 遺贈（遺言）で必要になりやすい書類 

書類名 ✓ 備考 

自動車検査証（車検証）原本 ※電子車検証は IC タグ付き原本 □  

受遺者（取得する方）の印鑑証明書（発行後 3 か月以内） □  

委任状（受遺者：実印押印） □  

遺言書（公正証書遺言／自筆証書遺言 等） □ 自筆証書の場合は家庭裁判

所の検認等が必要なことが

あります 

被相続人の死亡の記載がある戸籍等 □  

車庫証明（保管場所が変わる場合等） □  

8．返送方法（選択） 

□ ヤマトこねこ便（420 円） □ レターパックライト（430 円） □ ヤマト便元払い（実費） □ 着払い伝票／返

信用封筒を同封する 

9．ご要望・特記事項（自由記入） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

10．同意事項（重要） 

・書類が揃い次第、手続きに着手します。書類不備・内容不一致がある場合は確認のご連絡を差し上げます。 

・相続関係（戸籍の収集範囲、協議書の形式等）により、追加書類が必要となる場合があります。 

・管轄変更がある場合、ナンバープレート返納・交換が必要です。出張封印の可否は事前確認します。 

・個人情報は当該手続きとご連絡の目的に限り利用します。 

ご依頼日 令和  年  月  日 

ご依頼者署名（法人は社名・役職）                  

【送付先】ひまわり行政書士事務所 〒990-0401 山形県東村山郡中山町大字長崎 498 

TEL：090-3127-2204 FAX：023-666-6347 （WEB：jidousyatouroku.satakejimusyo.info） 


